
年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用がある場合、

◇「適用数」は、当該控除の適用数を記入してください。（３以上ある場合は摘要欄に

区分、居住開始年月日及び年末残高を記入してください。）

◇「可能額」は、年末調整で控除しきれない控除額がある場合に記入してください。

◇「居住開始年月日」は、和歴で年、月、日を分けて記入してください。

◇「区分」は、適用を受けている控除の区分を次のように記入してください。

住…一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改築等を含みます。）

認…認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合

増…特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合

震…東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供するこ

とができなくなった場合で、平成２３年から令和７年１２月３１日までの間に新

築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第１３

条の２第１項の規定の適用を選択した場合

※当該住宅の取得や増改築等が特定取得（特別特定取得以外）に該当する場合には

「(特)」、特別特定取得（特例取得及び特別特例取得を含む）に該当する場合には「(特

特)」、特例特別特例取得に該当する場合には「(特特特)」と併記してください。

控除対象配偶者（年末調整を行っていない者については源泉控除対象配偶者）がい

る場合に○印をつけてください。

（源泉）控除対象配偶者が７０歳以上（昭和２９年１月１日以前生まれ）の場合は、

『老人』Ｅ欄にも○印をつけてください。

配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合、「給与所得者の配偶者控除等申告書」

に基づいて控除した額を記入してください。

◇（源泉・特別）控除対象配偶者や控除対象扶養親族の氏名、個人番号を記入し、

１６歳未満の方（平成２０年１月２日以降生まれの方）は１６歳未満の扶養親族

の欄に記入します。

※控除対象扶養親族が５人以上の場合は摘要欄に記入してください。（摘要参照）

※控除対象扶養親族が国外に居住する非居住者である場合には『区分』の欄に該

当する区分（０１～０４※国税庁作成の手引参照）を記入してください。

◇特定扶養親族 年齢１９歳以上２３歳未満（平成１３年１月２日から平成１7年

１月１日までの間に生まれた人）の扶養親族の人数をＧ欄に記入してください。

◇老人扶養親族（昭和２９年１月１日以前に生まれた扶養親族）の人数をＩ欄に記

入してください。

◇老人扶養親族の中で同居老親等（同居している本人又は配偶者の父母、祖父母等

直系尊属）の人数を『内』Ｈ欄に記入してください。

◇上記のいずれにも該当しない扶養親族については『その他』Ｊ欄にその人数を記

入してください。

本人を除き、同一生計配偶者や扶養親族の中に障害者がいる場合に記入してください。

◇『特別』のＬ欄には、同居を含めた特別障害者の人数を記入してください。

◇『特別』の『内』Ｋ欄には、同居の特別障害者がある場合にその人数を記入してく

ださい。

◇『その他』のＭ欄には、特別障害者以外の人数を記入してください。

◇同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）が障害者に該当する場合は、摘要欄に当

該同一生計配偶者の氏名及びその者が同一生計配偶者である旨を記入してくださ

い。（例「氏名（同配）」）

※特別障害者とは、身体障害者手帳の１級・２級などに該当する方です。

給与等からの控除分と申告により控除する分を合計し、小規模企業共済等掛金があ

る場合は上段『内』欄にその掛金を記入し、下段には小規模企業共済等掛金も含め

た合計額を記入してください。

支払地震保険料が控除額となります。最高50,000 円までです。また、経過措置とし

て旧長期損害保険料については最高 15,000 円まで控除できます。（支払旧長期損害

保険料を ト 欄に記入してください。）

未成年者、同姓同名の場合の個人特定などの判定に使いますので、必ず正確に記入してください。

尾張 太郎

オワリ タロウ

尾張旭市○○町△△－□□

6 550 000 0給与・賞与

1 １ １ ３ １ １ １

156,770

＜前職分＞○○市△△町●● □□銀行㈱ 令和 5年 3 月 29 日退職

支払金額 1,134,800 円 社会保険料 106,271 円 源泉徴収税額 3,250 円

尾張旭市○○町△△－□□

株式会社 ○○商事 ０５６１－５３－○○△△

115 000 50 00060 000
693 732

マンション●●号

「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて計算した

額を記入してください。※控除額が算出所得税額を超える場合、算出所得税額を限度。

◇前職分を含めて年末調整を行った場合には、その支払者の住所、名称、退職した

年月日、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額を記入します。中途就・退職、ア

ルバイト給与等で年末調整していない場合は「年調せず」と記入します。

◇控除対象扶養親族が５人以上いる場合には、摘要欄に括弧書きの数字を付して氏

名を記入し、『５人目以降の控除対象扶養親族の個人番号』の欄に括弧書き数字

を付した個人番号を記入してください。

◇普通徴収をする者

特別徴収を行うことができない「特別の事情」がある場合に限り、「普通徴収希

望」と記載してください。

本人の条件で『未成年者』から『勤

労学生』までの該当する欄に○印

をつけます。

※未成年者とは平成１8 年１月３日

以降に生まれた未婚の方です。

各種保険料支払額から算出した金額が控除額となりますので『生命保険料の控除

額』O欄に記入してください。個人住民税の算定の際に使用するため、生命保険料

の控除額の欄だけでなく、ロ ～ ヘ 欄にそれぞれの支払保険料等の内訳を必ず記

入してください。

必ず記入し、ゴム印を使用される場合は３部とも

押してください。

24,000 36,000 48,000 53,000 72,000

社会保険料等の金額

１２３４５６７８９０１２

課長

Ａ１２３－０１１

１２３４５６７８９０１２３

オワリ サチコ

尾張 幸子

５６７８９０１２３４５６

尾張 良朗

オワリ ヨシロウ

１１１１１１１１１１１１
オワリ ケンタ

尾張 健太

２２２２２２２２２２２２

尾張 花子

オワリ ハナコ

３３３３３３３３３３３３

障害者の数

（源泉）控除対象配偶者の有無等

配偶者（特別）控除の額

控除対象扶養親族の数・氏名及び個人番号

摘要

地震保険料の控除額

生命保険料の金額の内訳及び控除額

住宅借入金等特別控除の額

１６歳未満扶養親族の数

受給者生年月日

支払者住所・氏名・電話番号・法人又は個人番号

本人該当欄

１６歳未満扶養親族（平成２０年１月２日以降生まれ）の人数を記入してください。

110 600

19,000

給与支払報告書（個人別明細書）の書き方
種別

氏名・個人番号

受給者番号住所

給与等の支払者が受給者ごとに番号を

付している場合にはその番号を記入し

てください。（ただし３０桁以内）

給与、賞与、青専（青色専従者給与）など給与等の種別を記入してください。
受給者の令和6年１月１日現在の住所又は居所

を確認し、マンション等に居住の方は、マンシ

ョン名・部屋番号も記入してください。

４４４４４４４４４４４４

尾張 良夫

オワリ ヨシオ

５５５５５５５５５５５５

（源泉）控除対象配偶者、配偶者特別控除対象配偶者、扶養控除の対象となる扶養親

族及び１６歳未満の扶養親族のうち、国外に居住する方がいる場合はその人数を記入

してください。

非居住者である親族の数

1 27 3 5 認(特)

300,000

住宅借入金等特別控除の額の内訳

尾張 正夫

オワリ マサオ

（１）尾張 良子

(1)666666
666666

8 500 000 4 468 732

380 000

※ 詳しくは、国税庁作成の「年末調整のしかた」及び

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を御覧ください。 受給者の氏名と個人番号を正確に記入し、氏名には必ずフリガナをつけてください。

（本人に確認をお願いします。）

配偶者の合計所得

◇配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合、令和５年中の配偶者の合計所得金

額を記入してください。

◇年末調整を行っていない者で源泉控除対象配偶者がいる場合、「給与所得者の扶

養控除等（異動）申告書」に記載された「所得の見積額」を記入してください。

380,000

○ 4 1

480,000

年の途中で就職や退職した方について該当欄に

○印をつけ、その年月日を記入してください。

中途就・退職

「所得金額調整控除申告書」に基づいて控除した額を記入してください。

※摘要欄にも記載が必要な場合があります。国税庁作成の手引をご確認ください。

所得金額調整控除額

「給与所得者の基礎控除申告書」に基づいて控除した額を記入してください。

※基礎控除の額が４８万円の場合は、記入を省略できます。

基礎控除の額

昭和 43 5 5

01



給 与 支 払 報 告 書（ 総 括 表 ）の 書 き 方

尾張旭市で令和５年度の個人の市・県民税を特別徴収している事業所には、

１２月上旬に特別徴収義務者指定番号、事業所名等を記載した尾張旭市専用の総括表をお送りしますので

その総括表で提出してください。

②事業所の名称、住所及びフリガナを正確に記入

してください。

※個人事業主の場合は、屋号及び氏名を記入し

てください。

④この報告書について問い合わせをする際の連

絡先としますので、詳しく記入してください。

電話番号は必ず記入してください。

⑥事業内容を具体的に記入してください。

⑦令和６年１月１日現在における全従業員数を記入し

てください。

⑧給与支払報告書を提出される市町村ごとに「特別徴

収者数」と「普通徴収者数（退職（予定）者、乙・

丙欄、その他の事由を含む）」に分けて記入してくだ

さい。

なお、普通徴収をする者の個人別明細書の摘要欄に

必ず「普通徴収希望」と記載してください。

⑨事業所の管轄の税務署を記入してください。

⑫関与税理士等がいる場合は氏名及び電話番号を記入

してください。

個人別明細書の上１枚（市区町村提出用）と総括表を合わせ

て、令和６年１月３１日（水）までに必ず市町村へ提出または

郵送してください。

源泉徴収票（税務署提出用）は、提出要件に該当する場合は

所轄の税務署へ提出してください。該当しない場合でも、源泉

徴収簿の裏面に添付しておくと再発行の際に便利ですので御活

用ください。

源泉徴収票（受給者交付用）は必ず本人に渡してください。

なお、愛知県と県内全市町村では、法令順守と納税の公平を

図るため、個人住民税の特別徴収を推進しています。特別徴収

を行うことができない「特別の事情」がない限り、特別徴収と

なります。御理解と御協力をお願いします。

（「特別の事情」の例：給与が毎月支給されず不定期である、給

与の毎月支給額が少なすぎて特別徴収しきれない等）

株式会社 ○○商事

カブシキガイシャ ○○ショウジ

同上

４８８－○○○○

尾張旭市○○町△△－□□

オワリアサヒシ○○チョウ△△－□□

尾 張 △ △

総務 経理

旭 ○○

０５６１－５３－○○△△

○○○販売

50

15

8

尾張瀬戸

23

１２３４５６

５ １ １２

１ １８

＜問い合わせ先＞

〒４８８－８６６６

尾張旭市東大道町原田２６００番地１

尾張旭市総務部税務課市民税係

電話 ０５６１－７６－８１１７（直通）

０５６１－５３－２１１１（代表）

内線 ２７３・２７４・２７５

⑤給与支払者の個人番号又は法人番号を右詰めで記入

してください。

①提出年月日を記入してください。

⑪尾張旭市で特別徴収の実績がある場合はその指定番

号を記入してください。

※税務署の納付番号ではありませんので、お間違え

のないようお願いいたします。

１２３４５６７８９０１２３

毎月

１５日支払い

⑩従業員への給与支払形態と支払期日を記入してくだ

さい。

尾 張 旭 市

※給与支払報告書にマイナンバーの記載が必要です。

名古屋市○○区△△－□□

４６○－□□□□

③特別徴収をされる場合で、所在地と別に送付先

の新規設定又は変更がある場合のみ記入して

ください。

＜eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出義務基準の引下げについて＞

令和３年１月1日以後に提出する給与支払報告書の eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準について、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が

１，０００枚以上から１００枚以上に引き下げられましたのでご注意ください。

０５２－○○○－△△△△

○○税理士法人 税理士 ○○ 太郎


